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４．計画の体系図  

 

 

  

第５次総合計画 

食育推進計画のめざす姿 

いっしょに食べよう 

心も体もおいしい食事 
コミュニケーションを大切にし、

心にも体にも健康的でおいしい

食事がとれるように、みんなで取

り組んでいきます。 

第３次しろい健康プラン 
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に生きるまち 
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「育みあい」 

 

「助けあい」 

 

「ともに生きる」 

 

到達目標 
 
健康寿命を 

延ばす 

 

男性 

81.3歳へ 

女性 

84.4歳へ 

(令和５年10月１日時点) 

めざす姿 基本方針 

第２次地域福祉計画 

市民一人ひとりが心

身ともに健康で、地域

やまち全体が健康で

あるまちづくりを目

指します。 

健康増進計画のめざす姿 

いきいき元気！ 

未来につなげる 

     健康づくり 
自分が考える健康な姿をイメージ

し、いつまでもいきいきと元気に

過ごせるように、みんなで予防や

改善に取り組んでいきます。 

歯科口腔保健推進計画の 

めざす姿 

歯でつくる 

食べる楽しみ 

はつらつ生活 
生涯食事をおいしく食べ、はつら

つとした生活が送れるように、み

んなで歯と口の健康づくりに取

り組んでいきます。 

基本理念 

将来像 

めざす姿 

基本的な考え方 

自殺対策計画のめざす姿 

誰も自殺に追い込 

まれることのない 

白井市の実現 

「生きることの包括的な支援（＝

自殺対策）」を市民と地域、行政

などが互いに協力しながらみん

なで取り組んでいきます。 

豊かな自然環境を生かし、

人と自然、人と人がふれあ

うことで、「健康なまち」を

つくっていくことをめざし

ます。 
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１．生活習慣の改善  （１）望ましい生活習慣獲得のための情報提供及び行動化を促す取り組

みの強化 

２．社会生活を営むために必要な機 

能の維持・向上 

 （１）こころの健康の普及啓発と支援の充実 

（２）幼児期から健康的な生活習慣を身につけられるような情報提供と支 

援の充実 

（３）高齢者が自立して生活するため、成人期と高齢期の介護予防と健康 

づくりの充実 

３．生活習慣病の発症予防と 

重症化の予防 
 （１）生活習慣病の発症や重症化を予防する取り組みの充実 

４．健康を支え、守るための社会環 

境の整備 

 （１）地域における支え合いや、地域での活動を通じた健康づくりなど、子ど

もから高齢者までがいきいきと暮らせる地域づくりの推進 

（２）市民の健康づくりを支援する体制の充実 

１．食と健康づくりの推進 
 （１）生涯にわたるライフステージに応じた食育の推進 

 （２）食育による生活習慣病の予防及び改善 

２．食を通じたコミュニケーション 
 （１）食を通じたコミュニケーションの推進 

 （２）食の循環や環境を意識した食育の推進 

３．食育を推進するための 

食環境の整備 

 （１）食育に関わる人材育成とネットワークづくり 

 （２）まちをあげた食育推進の取り組み 

１．歯科口腔保健の意識と 

生活習慣の改善 

 （１）歯科口腔保健の正しい知識の普及 

 （２）自ら進んで歯科口腔保健に関心を持ち、むし歯や歯周病予防に取り 

組む意識の向上 

２．歯科疾患の予防 
 （１）生涯を通じた歯科疾患重症化予防に対する取り組みの強化 

 （２）歯科疾患と全身の健康のかかわりについての普及啓発 

３．生活の質の向上に向けた 

口腔機能の維持獲得 
 （１）生涯を通じてよく噛んで食べることや、口腔機能の向上に向けた歯 

の喪失防止の取り組みの充実 

４．定期的に歯科健診または歯科医 

療を受けることが困難な人に対

する歯科口腔保健 

 （１）障がいのある人、介護を必要とする人などへの適切な歯科口腔保健

の提供 

 （２）障がいのある人、介護を必要とする人などに対する歯科医療情報の 

提供の充実 

５．歯科口腔保健を推進するために必

要な社会環境の整備 

 （１）定期歯科健診受診率向上に向けた取り組みの充実 

 （２）歯科口腔保健の推進に関する連携体制の構築 

１．地域におけるネットワーク 

の強化 
 （１）地域における自殺対策関係団体・機関との連携の強化 

２．自殺対策を支える人材の育成 

 （１）様々な分野でのゲートキーパー（命の門番）の養成 

 （２）自殺対策の連携調整を担う人材の育成 

３．市民への啓発と周知 

 （１）自殺予防週間と自殺対策強化月間における啓発活動の推進 

（２）自殺や自殺対策関連事業などに関する正しい知識の普及啓発 

４．生きることの促進要因への支援 

 （１）自殺のリスクを抱える可能性のある人への支援 

 （２）自殺未遂者などへの支援の充実 

（３）遺された人への支援の充実 

５．児童生徒のＳＯＳの出し方に関 

する教育 

 （１）ＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

 （２）インターネットやＳＮＳの利用など、若者の特性に応じた支援の

充実 

施策の方向性 具体的な取り組み 

報告(１)-2 
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